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当事業所は利用者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 ................................ ４ 
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８．非常災害時の対応について .......................................... １０ 

９．施設利用にあたっての留意事項について .............................. １０ 

10. 感染症及び非常災害発生時の対応について ............................ １０ 

11. 虐待防止・身体拘束等の適切化について .............................. １０ 

12. カスタマーハラスメントについて .................................... １０ 

 

事業所は介護保険の指定を受けています。 

（山形市指定 第０６７０１００５４４号） 
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１．事業者 

（１）法人名       社会福祉法人 山形市社会福祉事業団 

（２）法人所在地     山形県山形市蔵王半郷１３６６－２ 

（３）電話番号       ０２３－６８８－７５０４ 

（４）代表者氏名     理事長  髙倉 正則 

（５）設立(認可)年月       昭和５８年６月２０日  

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定通所介護事業所・平成１２年２月１日指定 

 山形市 ０６７０１００５４４号 

           ※当事業所は特別養護老人ホーム菅沢荘に併設されています。 

（２）事業所の目的  この事業は、社会福祉事業団が開設する指定通所介護事業所（以下「事

業所」という。）において、要介護状態にある高齢者に対し、適切な通

所介護サービスを提供することを目的とする。 

（３）事業所の名称   指定通所介護事業所菅沢デイサービスセンター 

（４）事業所の所在地  山形市すげさわの丘４６番地 

（５）電話番号       ０２３－６４６－１１６８ 

（６）管理者（センター長） 氏名    大 沼  博 

（７）当事業所の運営方針 

① 事業者は、利用者の人格と人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提 

供に努めます。 

② 事業所は、利用者及び家族のニーズを的確にとらえて、通所介護計画を作成するこ 

とにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供することに努めます。 

③ 事業所は、利用者及び家族に対してサービス内容及び提供方法について充分に理解 

していただけるように努めます。 

④ 事業所は、適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

⑤ 事業者は、常に提供したサービスの質の管理、評価を行います。 

⑥ 事業者は、居宅サービス計画に沿った通所介護サービスを提供します。 

（８）開設年月   平成８年３月１日 指定通所介護事業所菅沢デイサービスセンター  

（９）利用定員   ２５人（介護予防含む） 

（10）第三者評価の実施はありません。 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域 

山形市内の区域とする。 

   ※上記地域以外の方でもご相談に応じます。  
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（２） 営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日（但し、１２／３１～１／３を除きます。） 

受付時間 月～金       ８時３０分から１７時１５分 

サービス提供時間 月～金       ９時３０分から１６時００分 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 

＜職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職     種 常勤 非常勤 指定基準 

１． 管理者（センター長） （１名）  （１名） 

２． 生活相談員 ２名（４名）  １名 

３． 看護職員 （４名） （２名） １名 

４． 介護職員 １名（６名）  ３名 

５． 機能訓練指導員 （４名） （２名） （１名） 

 

（ ）：兼務 

＜職員の職務内容及び勤務体制＞ 

職種 勤 務 体 制 

１．生活相談員 

利用者及び家庭の必要な相談に応じ、

サービスの調整、居宅介護支援事業者、

その他関連する機関との連絡調整を行

う 

勤務時間：８:００～１６:４５ 

８:３０～１７:１５ 

９:００～１７:４５ 

２．看護職員 

健康チェック等を行う事により、利用

者の健康状態を的確に把握し必要な処

置を行う 

 

原則として 1名の看護職員が勤務しています。 

３．介護職員 

通所介護の提供にあたり利用者の必要

な状況を把握し適切な介助を行う 

勤務時間  

常勤： 8:00～16:45、8:30～17:15、9:00～17:45 

非常勤：8：00～13：45、8：30～14：15、10：30～

16：15、11：30～17：15、12：00～17：45 

４、機能訓練指導員 

利用者が日常生活を営むのに必要な機

能訓練を指導する 

月曜日～金曜日 

看護師が兼務しています。 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

○当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付が対象となるサービス（契約書第４条参照） 

<サービスの概要> 

①入浴 

入浴又は清拭を行います。 

※料金：1日あたり４０円  

②排泄 

利用者の排泄の介助を行います。  

③送迎サービス 

利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

但し、通常の事業の実施地域外からのご利用の場合は、所定の送迎費用（７ぺージ(2)－②

参照）をご負担いただきます。 

④通所介護サービス 

・ 個別機能訓練：ご希望により計画書をたて、機能訓練指導員により、利用者の心身

等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するた

めの訓練を実施します。※現在は実施しておりません。 

<サービス利用料金>（契約書第 6条参照） 

 法定代理受領サービスの場合は、利用者の負担は１～３割です。 

 利用料は、下記のとおりとします。 

区分 介護料金（１日） 
自己負担料金（１日） 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ５,８４０円 ５８４円 １,１６８円 １，７５２円 

要介護２ ６,８９０円 ６８９円 １,３７８円 ２，０６７円 

要介護３ ７,９６０円 ７９６円 １，５９２円 ２，３８８円 

要介護４ ９,０１０円 ９０１円 １，８０２円 ２，７０３円 

要介護５ １０,０８０円 １,００８円 ２，０１６円 ３，０２４円 
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加算に係わる利用料金  

●入浴介助加算 

加 算 内 訳 介護料金（１回につき） 
自己負担料金（１回につき） 

1割 ２割 ３割 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

●サービス提供体制強化加算  

加 算 内 訳 
介護料金 

（１回につき） 

自己負担料金（１回につき） 

1 割 ２割 ３割 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８０円 １８円 ３６円 ５４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６０円 ６円 １２円 １８円 

 ＊職員の配置状況によって変更になります。 

●科学的介護推進体制加算 

加 算 内 訳 
介護料金 

（１月につき） 

自己負担料金（１月につき） 

1割 ２割 ３割 

科学的介護推進体制加算 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

●ADL 維持加算 

加 算 内 訳 
介護料金 

（１月につき） 

自己負担料金（１月につき） 

1 割 ２割 ３割 

ADL 維持加算(Ⅰ) ３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

ADL 維持加算（Ⅱ） ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

●介護職員処遇改善加算 

加 算 内 訳 自己負担料金 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月につき所定単位数の１０００分の９２に相当する単位数 

●口腔・栄養スクリーニング加算 

加 算 内 訳 
介護料金 

（１回につき） 

自己負担料金（１回につき） 

1割 ２割 ３割 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

○利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いと

なります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を

記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

○利用者に提供する食事代に係る費用は別途いただきます。（７ページ(２)－①参照） 
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○介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更します。 

○介護保険負担割合証の利用者負担の割合に応じての請求となります。 

○体調不良や何らかの理由により短時間の利用になった場合は以下の料金での請求となり

ます。 

 利用料は、下記のとおりとします。 

区分 介護料金（３時間以上４時間未満） 
自己負担料金 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ３，７００円 ３７０円 ７４０円 １，１１０円 

要介護２ ４，２３０円 ４２３円 ８４７円 １，２６９円 

要介護３ ４，７９０円 ４７９円 ９５８円 １，４３７円 

要介護４ ５，３３０円 ５３３円 １０６６円 １，５９９円 

要介護５ ５，８８０円 ５８８円 １，１７６円 １，７６４円 

 

区分 介護料金（４時間以上５時間未満） 
自己負担料金 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ３，８８０円 ３８８円 ７７６円 １，１６４円 

要介護２ ４，４４０円 ４４４円 ８８８円 １，３３２円 

要介護３ ５，０２０円 ５０２円 １,００４円 １，５０６円 

要介護４ ５，６００円 ５６０円 １,１２０円 １，６８０円 

要介護５ ６，１７０円 ６１７円 １，２３４円 １，８５１円 

 

区分 介護料金（５時間以上６時間未満） 
自己負担料金 

１割 ２割 ３割 

要介護１ ５，７００円 ５７０円 １，１４０円 １，７１０円 

要介護２ ６，７３０円 ６７３円 １，３４６円 ２，０１９円 

要介護３ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護４ ８，８００円 ８８０円 １，７６０円 ２，６４０円 

要介護５ ９，８４０円 ９８４円 １，９６８円 ２，９５２円 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 6条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

①食事 

当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況および

嗜好を考慮した食事を提供します。 

利用者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則としています。 

（食事時間） １２：００～１３：００ 

利用者に提供する食事代：食材料費及び調理に係る費用です。 

料金：1食 ７８０円（おやつ代を含む） 

②通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合

は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、下記料金をいただきます。 

 ア 上山市、天童市、山辺町、中山町   ５００円 

 イ それ以外の市町村         １,０００円 

③時間超過利用料  

利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間とされる時間を超えてサービスを提

供する場合に要する費用 ： ３０分  ５００円      

④レクリエーション活動費  

利用者の希望によりレクリエーション活動に参加していただくことができます。 

利用料金：材料代等の実費として１回５００円以内をいただきます。 

⑤行事食材料費（行事時のおやつ代を含む） 

花見・収穫祭・誕生会等 ： ８０円～３００円  

⑥その他の費用 

おむつ処理代：一枚 １０円            

○経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2ヶ月前ま

でにご説明します。 
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（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、下記のいずれかの方法でお支払いください。領収書

を発行いたします。 

ア．窓口での現金払い 

イ．下記指定口座への振込み 

【銀行口座】 

  口座番号 きらやか銀行 中央営業部 普通預金２０３８８８５ 

  口座名  社会福祉法人山形市社会福祉事業団 

菅沢デイサービスセンター長 大 沼  博 

  【郵便口座】 

    郵便振替 記号１８５５０ 番号１４８３９４１ 

    口座名  菅沢デイサービスセンター 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

 利用できる金融機関：ゆうちょ銀行 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 7条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日

の前日までに事業者に申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

６．苦情の受付について（契約書第 20条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

   ［職氏名］   生活相談員  八鍬  仁 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

           （但し、１２／３１～１／３を除きます） 

    ○電話番号   ０２３－６４６－１１６８ 

また、苦情受付ボックスを正面玄関に設置しています。 

（２）当施設における苦情の対応 

苦情が発生した場合には、山形市社会福祉事業団苦情解決規程に基づき次の対応をします。 

・利用者やその家族等からの苦情の受付を苦情受付担当者（生活相談員）がします。 

・苦情受付担当者（生活相談員）は、苦情の内容、苦情申出人の希望、第三者委員への報

告の要否について苦情申出人に確認します。 

・苦情受付担当者（生活相談員）は、直ちに苦情解決責任者（センター長）や第三者委員

へ報告します。 

・苦情の内容、苦情申出人の希望を苦情解決委員会にかけ、協議し解決に努めます。 
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・苦情解決責任者は、苦情申出人や第三者委員に対して、一定期間経過後その結果を報告

します。 

なお、当事業所では、施設長を苦情処理責任者として苦情処理委員会を設置しています。

苦情解決委員会は、センター長・主査・生活相談員・主任介護員で構成しています。  

また、社会性と客観性を確保するため第三者委員を配置しています。当施設（山形市社会

福祉事業団）の第三者委員は次の方々です。 

氏 名 役 職 名 

奥山 信昭 山形市民生委員児童委員連合会常任理事 

三森 聡 元山形市第五小学校校長 

無着 道子 前山形市教育委員 

（３）行政機関その他苦情機関 

山形市役所福祉推進部 

介護保険課 

所在地  山形市旅篭町２－３－２５ 

電話番号 ６４１－１２１２ ＦＡＸ ６２４－８３９８ 

山形県国民健康保険 

団体連合会 介護保険課 

所在地  寒河江市大字寒河江字久保６ 

電話番号 ０２３７―８７―８００６    

ＦＡＸ  ０２３７―８３―３３５４ 

山形県健康福祉部 

健康長寿推進課 

所在地  山形市松波２－８－１ 

電話番号 ０２３－６３０－２１００  

ＦＡＸ   ０２３－６３０－２２７１ 

山形県福祉サービス 

運営適正化委員会 

所在地  山形市小白川町２－３－３１ 

電話番号 ０２３－６２６－１７５５  

ＦＡＸ   ０２３－６２６－１６２３ 

７．緊急時・事故発生時の対応について 

サービスの提供中に利用者の心身の状況に異変、その他の緊急事態が生じた時は、速やか

に家族、主治医または指定の病院に連絡し適切な措置を講じますが、その概要は次のとお

りです。 

・事故の発生・発見があった場合には、安全の確保（呼吸、保護、場所など）を図ります。 

・発見者は、必要な協力の要請をします。また、看護師・介護員・荘長・家族に連絡すると

ともに、利用者に係る介護支援専門員及び市町村等に概要を報告します。 

・心肺蘇生や止血など必要な処置をするとともに通院や救急車の要請をします。家族には、

来所や来院の要請をします。 

・保険の適用の判断をします。 

・家族に対し、事故の詳細や今後の対応を説明します。 

・当施設は、全国社会福祉協議会「しせつの損害補償」の傷害保険と賠償責任保険に加入し

ておりますので、保険の適用の判断をします。 

・家族に対し、事故の詳細や今後の対応を説明します。 
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８．非常災害時体制について 

・防災計画に基づき、毎月訓練を実施し、万一に備えています。 

・地域との防災協力体制を図っています。 

９．施設利用にあったての留意事項について 

・居室及び共用設備の使用については、用途に応じ、適切にご使用ください。 

・共同、集団生活の部分がございます。利用者間で和やかにお過ごし頂けるようお願いいた

します。 

・施設内の避難口、避難経路をご確認ください。なお、災害時等は職員の誘導に従って避難

をお願い致します。（ご不明な点は職員までお問い合わせください。） 

・施設内での喫煙については、所定の場所でお願いいたします。 

・食べ物の持ち込みについては食べ物の数量や賞味期限をご確認の上、お願いいたします。 

・他の利用者へのおすそわけは安全上ご遠慮ください。 

・職員へのお心遣いはご遠慮ください。 

・上記以外のことで、ご不明な点などございましたら、職員までお問い合わせください。 

10．感染症及び非常災害発生時の対応について 

 ・感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため 

  及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定していま 

す。また、有事に備え、職員に対する研修や訓練を実施しております。 

11．虐待防止・身体拘束等の適切化について 

 ・利用者の権利擁護、虐待防止の啓発・普及のため、各種制度の利用支援や虐待防止の研修 

  に参加しております。また、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は関係機関 

  に報告致します。 

 ・利用者、または他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き 

  身体拘束を行ってはならない事とし、身体拘束を行う場にはその態様及び時間、その際 

  の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する事とします。 

 ・虐待防止及び身体拘束等の適切化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し周知 

  徹底を図っています。 

 ○高齢者総合福祉施設すげさわ リスクマネジメント委員会 

     体制責任者   施設長   大沼  博 

     体制担当者   リスクマネジメント委員長  志田 真 

12．カスタマーハラスメントについて 

 ・介護現場において利用者やご家族、その関係者が職員に対して恫喝や理不尽かつ過剰な要 

求を突きつける「カスタマーハラスメント」により精神的苦痛を受け休職や退職を余儀な

くされる職員が増加しています。介護事業所でのハラスメント防止のため、山形市では「介

護事業所におけるハラスメント対策マニュアル」を作成し各事業所での活用を推進してお

り、「高齢者総合福祉施設すげさわ」は上記方針、マニュアルに沿った対応を行い、職員

へのハラスメント等迷惑行為が確認された場合は、サービスの中断、契約解除をする場合
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がございます。 

 〇サービス利用にあたっての禁止行為 

① 事業所の職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ、誹謗中傷等 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント等の行為 

  上記行為対応の為、ハラスメント対応担当者を設置し速やかな問題解決に取り組むととも

に再発防止に努めます。 
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令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

指定通所介護事業所菅沢デイサービスセンター 

 

 

説明者職氏名   生活相談員   八鍬  仁  印 

 

 

私及び家族は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービス

の提供開始に同意し受領しました。 

 

 

 

 

契約者氏名                印 

 

 

 

 

代筆者氏名                印 

 


